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一 

バ
イ
オ
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

現
代
は
「
突
発
出
現
ウ
イ
ル
ス
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
は
過
去
二
十
年
間
に
三
十
以

上
の
未
知
の
新
し
い
感
染
症
が
登
場
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
遺
伝
子
組
換
え
を
あ
げ
る
有
力
な
学
説
も
あ

り
、
未
知
の
バ
イ
オ
ハ
ザ
ー
ド
（
生
物
災
害
）
の
危
険
性
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
病
原
体
や
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
、
実
験
動
物
等
を
扱
う
バ
イ
オ
施
設
は
、
排
気
、
廃
棄
物
、
排
水
、
排
煙
等
を
通
し 

て
、
周
辺
へ
の
最
大
の
汚
染
源
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
原
因
と
な
っ
た
病
原
体
等
を
直
ち
に
検
知
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
り
、
漏
洩
が
超
微
量
で
も
一
定
の
条
件
下
で
は
増
殖
も
有
り
得
る
。 

し
か
し
、
我
が
国
は
欧
米
諸
国
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
バ
イ
オ
施
設
へ
の
立
地
規
制
や
届
出
制
度
、
査
察
制
度
も
な
く
、
文
字

通
り
無
法
状
態
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
バ
イ
オ
施
設
が
人
口
密
集
地
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
立
地
し
、
各
地
で
バ
イ
オ

施
設
規
制
の
住
民
運
動
が
取
り
組
ま
れ
て
き
た
が
、
一
方
で
、
圧
倒
的
多
数
の
住
民
は
、
こ
う
し
た
危
険
物
と
背
中
合
わ
せ
に

生
活
し
て
い
る
こ
と
す
ら
知
ら
さ
れ
て
は
い
な
い
。
昨
年
九
月
三
十
日
に
起
き
た
東
海
「
臨
界
事
故
」
の
教
訓
は
、
バ
イ
オ
施

設
に
関
し
て
も
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

二
十
一
世
紀
に
向
け
て
、
政
府
は
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
の
研
究
・
開
発
の
推
進
に
前
向
き
の
よ
う
で
あ
る
が
、
推
進 



 

二 

に
あ
た
っ
て
は
バ
イ
オ
施
設
に
対
す
る
法
的
・
社
会
的
規
制
の
確
立
が
望
ま
れ
る
。 

以
下
、
バ
イ
オ
施
設
の
安
全
性
確
保
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

日
本
全
国
に
あ
る
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
施
設
、
病
原
体
施
設
、
実
験
動
物
施
設
の
立
地
状
況
・
安
全
性
確
保
の
実
態
を
政

府
及
び
各
地
方
自
治
体
が
、
現
在
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
把
握
状
況
が
不
十
分
で
あ

れ
ば
、
至
急
に
全
国
調
査
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

二 

前
項
の
各
施
設
の
名
称
、
立
地
場
所
、
事
業
項
目
、
病
原
体
等
の
種
名
を
国
民
へ
の
安
全
性
情
報
の
開
示
の
立
場
か
ら
公

表
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

三 

病
原
体
の
扱
い
を
定
め
た
法
令
の
な
い
日
本
で
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
病
原
体
等
安
全
管
理
規
程
が
全
国
の
病
原
体
を

扱
う
施
設
に
お
い
て
参
考
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
程
は
感
染
症
研
究
所
の
内
部
的
な
規
程
に
す
ぎ
ず
、
今
後
、

法
令
の
整
備
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

四 

バ
イ
オ
施
設
か
ら
病
原
体
や
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
漏
出
し
た
場
合
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
等
の
手

法
の
確
立
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

五 

Ｗ
Ｈ
Ｏ
『Safety in H

ealth - care Laboratories

』 

（
１
９
９
７
年 

和
訳
『
保
健
関
係
施
設
の
安
全
性
』
）
で 



 

三 

は
「
高
度
封
じ
込
め
実
験
施
設
あ
る
い
は
危
険
な
実
験
施
設
は
、
患
者
や
公
衆
の
い
る
地
域
と
よ
く
使
わ
れ
る
道
路
か
ら
離

れ
て
立
地
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
Ｐ
．
１
６
）
と
し
、
バ
イ
オ
施
設
の
立
地
に
つ
い
て
規
制
し
て
い
る
。
日
本
で 

も
こ
れ
に
従
い
住
宅
地
及
び
公
衆
の
集
ま
る
地
域
に
立
地
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
的
な
規
制
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が

か
。 

六 

前
項
と
の
関
連
で
、
建
築
基
準
法
別
表
第
２
（
と
）
三
（
１
６
）
で
、
「
安
全
上
若
し
く
は
防
火
上
の
危
険
の
度
又
は
衛

生
上
若
し
く
は
健
康
上
の
有
害
の
度
が
高
い
こ
と
に
よ
り
、
住
居
の
環
境
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
あ
る
」
事
業
を
政
令
で

定
め
、
こ
う
し
た
事
業
を
営
む
工
場
の
住
宅
地
へ
の
立
地
を
禁
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
政
令
は
未
だ
制
定
さ
れ
て

い
な
い
。
今
後
、
こ
の
政
令
で
定
め
る
事
業
の
中
に
バ
イ
オ
試
験
研
究
を
含
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

七 

住
宅
地
に
立
地
す
る
研
究
施
設
に
つ
い
て
、
昭
５
２
住
指
発
７
７
８
号
通
達
で
、
近
隣
の
居
住
環
境
を
害
す
る
恐
れ
の
あ

る
用
途
が
主
で
あ
る
施
設
は
、
旧
第
二
種
住
居
専
用
地
域
（
現
第
１
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
）
に
は
立
地
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
バ
イ
オ
研
究
施
設
は
少
な
く
と
も
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
に
は
立
地
で
き
な
い
と
考
え
る

が
、
い
か
が
か
。 

八 

阪
神
淡
路
大
震
災
の
被
災
状
況
を
踏
ま
え
て
一
九
九
六
年
十
月
に
建
設
省
が
制
定
し
た
「
官
庁
施
設
の
総
合
耐
震
計
画
基 



 

四 

準
」
（
以
下
「
建
設
省
耐
震
基
準
」
と
い
う
）
で
は
、
病
原
菌
類
を
扱
う
試
験
研
究
施
設
に
対
し
、
石
油
類
、
高
圧
ガ
ス
、

火
薬
類
等
を
扱
う
施
設
よ
り
も
厳
し
い
耐
震
安
全
性
を
求
め
て
い
る
が
、
現
行
の
建
築
基
準
法
で
は
、
石
油
類
等
の
消
防
法

で
定
め
る
危
険
物
や
高
圧
ガ
ス
、
火
薬
類
を
危
険
物
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
の
、
病
原
菌
類
は
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。 

こ
の
点
で
今
後
建
築
基
準
法
を
早
急
に
整
備
し
、
病
原
菌
類
を
危
険
物
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が

か
。 

九 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
指
針
で
は
、
地
震
時
、
火
災
時
、
停
電
時
な
ど
非
常
時
に
お
け
る
安
全
対
策
に
つ
い
て
具
体
的
に
触

れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
事
業
者
任
せ
に
な
っ
て
い
る
。
地
震
国
日
本
に
お
い
て
は
、
地
震
時
に
お
け
る
物
理
的
封
じ
込
め
を

維
持
す
る
こ
と
が
病
原
菌
類
を
扱
う
施
設
の
安
全
性
確
保
の
必
須
条
件
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
建
築
基
準
法
の
遵
守
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
バ
イ
オ
施
設
に
つ
い
て
は
、
官
庁
施
設
の
み
な
ら
ず
民
間
施
設
に
つ
い
て
も
少
な
く
と

も
前
掲
の
「
建
設
省
耐
震
基
準
」
を
適
用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

十 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
で
有
効
に
機
能
し
な
か
っ
た
ベ
ク
タ
ー
の
保
管
・
廃
棄
状
況
を
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る

の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
一 

病
原
体
や
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
輸
送
中
の
事
故
対
策
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
策
定
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ 



 

五 

た
い
。 

十
二 
各
省
庁
に
ま
た
が
る
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
安
全
性
確
保
の
た
め
に
統
一
的
な
対
策
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中

央
省
庁
改
革
の
中
で
主
務
官
庁
を
い
か
に
位
置
付
け
る
の
か
。
文
部
科
学
省
を
主
務
官
庁
と
し
、
中
心
と
な
っ
て
取
り
組
む

考
え
は
あ
る
か
。
ま
た
、
昨
年
九
月
の
東
海
村
臨
界
事
故
の
教
訓
か
ら
行
政
の
推
進
機
関
と
安
全
機
関
と
の
分
離
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
の
安
全
審
査
は
環
境
省
が
担
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
が
い
か
が 

か
。
あ
る
い
は
、
第
三
者
的
審
査
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
意
向
は
あ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


	a147014_表紙.pdf
	a147014_本文.pdf

